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上lこ
パラグアイでの民間農業開発投資の

方向性を考える

I 1. 日本人移住者と日系人の歩み
1995年、アメリカの世論調査機関がパラグア

イ人を対象に実施したアンケート調査のなかで

「一番信頼している国はどこか」を質問したと

ころ、回答者のうち70％が「ハポン（日本）」と

答えたという。このアンケー ト結果は、我が国

の経済 ・技術協力の評価が政府だけでなく、広

く一般国民にも浸透しつつあることを示唆して

しヽる。

同時に、日本人移住者および日系人（以下、

移住者ら）が国家経済、特に牒産物の生産 ・輸

出面で高い貢献をしているとする評価の表われ

であろう。

我が国とパラグアイの関係は、移住者らの存

在を抜きに語れないので、その経緯を概略みる。

1934年のプラジル移民法の改正で 「移民 2分

制限令（事実上、日本人移住者を対象に過去の

移住者数の 2％に制限する）」が発布されたのに

ともない、プラジル拓殖組合が1936年にパラグ

アイのラ ・コルメナ地区を新しい移住地に選定

したのが始まりである。最初の入植者はプラ ジ

ルからの転住者（指導移住者）だったが、太平

洋を越え、ラプラタ川を遡行し、入植した農業

移住者も多い。彼らは、第 2次世界大戦による

両国の断絶の時代には電気はおろか道もなく、

酷暑に耐え、筆舌に絶する限難を堪え忍んだと

しヽう 。

戦後50年代にはチャベス、アマンバイ、フラ

ム（現在のラ ・パス）、ピラポ、イグアスといっ

た移住地が次々に開設され入植が始まるが、彼

らは長い間、適当な換金作物を見出せずに苦し

む。 しかし、試行錯誤を繰り返しながらもラ ・

コルメナ移住地はパラグアイに存在しなかった

野菜、果物を導入したのが功を奏し、産地形成

を図り、パラグアイ国民の食生活の改善に大き

な役割を果たす。 他の移住地でも、パラグアイ

初の大豆栽培に活路を求めて本格的な取組みを

した。その結果、今や世界第 5位の生産拭を誇

るばかりか、同国の最重要輸出農産物の位囲を

占めるまでになった。大豆は移住者らが30年余

の苦労の末にようやく櫃んだ換金作物といって

よく、そのうえ大豆の裏作として導入した小麦

も、かつて全羅をアルゼンチンから輸入してい

たことが語り 草になるほど自給を達成しつつあ

る。また、首都アスンシオンの中央卸売市場に

入荷する鶏卵についても、その100％が移住者ら

の手によって生産されているのを国民はよく

知っている。

現在、日系煤業従事者は約4,000人（ 日系社会

規模は約7,000人）といわれている。この数はパ

ラグアイ農業就業人口の 1％を占めるに過ぎな

いが、野菜、果物生産と輸出に占める割合は前

述のとおりきわめて高い。現在の大豆生産面積

は、 80万ヘクタールを超えているので、その豊

凶はパラグアイ経済を左右する。

ワスモ シ大統領は、昨年11月の「日本人パラ

グアイ移住60周年記念式典」の席で次のように

語った。

「日本人がパラグアイの大地を夢と希望の実

現を約束する場として選択されたことに、パラ
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グアイ国民の代表である大統領として、深い感

謝の気持ちを述べずにはいられません。今日に

みる国家経済のダイナミックな発展の重要な原

動力の一部役割を担ってくれたのは確かです。

労働と伝統、物質的進歩と精神的価値観を調和

させた生活様式の種をまいた最初の 日本人移住

者が私たちに感動を与えた足跡を思い起こすと

き、 学ぶべき点は多々あります。これらは、我

が国の国家開発計両を描 くさいの基本的かつ強

固な動機作りの参考になるはずです。」

I 2. 日本人移住者と大豆生産
1936年に開設されたラ ・コルメナをはじめ、

戦後の移住地に入植した移住者らは当初より食

生活に不可欠な味噌、醤油、 豆腐などの原料と

して大豆を栽培したが、今日、パラグアイで大

豆を最初に集団的に栽培したのは、ラ ・コルメ

ナの日本人移住者であろうと言われている。

日本人移住者が自給用に栽培した大豆の生育

ぶりをみて、換金作物に育てたいとする強い願

望を持ったのは当然だが、当時のパラグアイは

市場がないに等 しく、輸出 ・販売ルートも確立

されていなかった。この点の克服には日本政府

もかなりの努力を払った結果、 E1本への輸出が

実現すると、大きな弾みがつき、移住者らによ

る大豆栽培は飛躍的な伸びを示す。1960年代半

ばになるとドイツ系、 ロシア系などの農家も日

本人移住者らにならい大豆を栽培するようにな

る。1970年代の半ば以降になると、移住者らは

それまでの人力主体の栽培法式から大型機械に

農林水産省技術協力課

養成確保係長 莉リ原 秀サ彦＊

よる大規模栽培に転換しはじめる。この動向は

パラグアイにおける機械化煤業の先駆的役割を

果たし、栽培地がイタプア県地方を中心にアル

トパラナ県、アマンバイ県、 ミッショネス県、

その他の県に広がっていく 。

パラグアイ の大豆生産の特徴は、単収の嵩さ

と不耕起栽培に集約される。不耕起栽培面積の

多いパラグアイ東部のアルトパラナ県、イタプ

ア両県のヘクタール当たりの平均収穫輩は3.1

トンだが、日系農家のなかには 4トンを越す

ケースもあるとい う。 アメリカの2.3トン、 R本

の1.8トンと比較すると高水準にあるが、これは

土壌、気候などの自然条件の良さに加え、不耕

起栽培の技術を導入したこと、また、

CET APAR (JICAパラグアイ農業総合試験場）

によるプラ ジルか らの専門家の招聘、研究 ・普

及活動を目的とする不耕起栽培研究組織の結成

や我が国のCRIA（地域農業研究センター）に対

する継続的な技術協力か、近隣の農業者に袢益

したなどが主肉とみ られる。

しかし、 パラグアイの大豆栽培も 当然ながら

すべてが順調というわけではない。特に、

①長年の連作による土壌劣化と病害虫の発生

②高収祉品種は在外品種への依存度が高い

③テラロ ッサ土壌以外の地域への栽培拡大を

いかに進めるか

といった点が克服すべき問題として指摘されて

いる。

このうち、 ②については、我が国の技術協力

で数年後に高収姑国産種子の生産が可能になる

予定。
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13.日本の民間投資と食料生産との関連

パラグアイには農業開発の可能性の高い未聞

発地域が広い而梢にわたり存在する。日本政府

としては1994年に国土の60％を占める西部に位

骰するチャコ地域の農牧業総合開発にかかる調

査を行い、南米地域のなかでも数少ない大規模

農業開発の可能性を秘めた地域であると報告し

ている。当地域は而栢100万ヘクタールに及ぶも

のの、 人口が極めて希薄であるほか、自然条件

は」じ熱帯平地で、降雨姑は600~1,400ミリ、土

壌は鳩所によ って異なるが、平均して作物栽培

に適しているといった特徴がある。

ただ、当地域を投査の対象とし、本格的な農

業開発事業を展開するには、大規模な灌漑施設

の導入をはかるとともに、十分な輸送ルートの

確保といった基盤整備が必要となる。食料増産

を至上課題とする多くの国々の共通認識を踏ま

え、官民を一体とする開発協力の体制をいかに

作るかがここでの投査事業の実現の可否を左右

しよう 。

近年発表されたワールドウォ ッチ研究所、

OECF（海外経済協力基金）、 WB（世界銀

行）、 FAO（食糧農業機関）などの報告書を見る

と、今後、開発途上国での食料増産へのインセ

ンテイプがよほど強化されない限り世界の食料

需要の拡大に供給が追いつかず、穀物などの国

際価格の高騰は避けられない、と予測している。

我が国の国際農林水産業研究センター(JIR

CAS)の予測レポートでは、小変、 トウモロコ

シ、大豆などの殺物需給は長期的には緩和傾向

をたどるものの、不安定要因もあるので、国内

生産の確保と開発途上国への農業協力を積極化

させることが食料供給を安定させる上で重要だ

との見方をしている。

プラジル、アルゼンチン、パラグアイの 3カ

国の大豆生産祉は世界の 3分の 1を占め、輪出

国としても重要な地位にある。パラグアイでは、

前述したように、悪性病害虫の侵入や土壌浸食

などが発生しているので、安定的な大豆生産の

持続化を図る観点から、新品種の育成、栽培技

術体系の改善、 病害虫対策などの広域大豆研究

が必要になってきている。その双味で、JIRCAS

とJICAの連携でパラグアイのCETAPARを拠

点として実施する 「南米大豆広域総合研究プロ

ジェク ト」は、 パラグアイ、プラジル、アルゼ

ンチンなどの南米諸国との大規校農業開発の呼

び水になるものと期待される。これら諸国は、

もとより世界の食料需要を賄える生産余力があ

り、かつ、パラグアイについては官民の親H性

からみて、我が国に対する信義を果たせる国と

いえる。

MERCOSUR（南米共同市場、 91年 3月、プ

ラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグア

イの 4カ国がEU型共同市場を創設しようとア

スンシオン条約を締結した。現在は、チリ、ポ

リビアの準加盟国を含む 6カ国で形成される）

の発足で、パラグアイはプラ ジル、アルゼンチ

ンを向こうにまわし、 「国家としてのアイデン

ティティー」を保持していけるのかと心配され

るほど、国内農業の前途は厳しい状況にあるの

は事実だが、箪者は「パラグアイは食料基地と

しての潜在的可能性が大きい」とする国内外の

多くの専門家の分析を支持したい。

チャコ地域は、ポス ト・ プラジルセラード農

業開発の有力候補地として検討に値する地域と

みられるので、我か国の援助関係者のさらなる

理解と協力が強化されるよ う願っている。南米

ーの親日国であるパラグアイが本当の意味での

「農業国」と言われる時代が来ることを祈念し、

本稿を閉じる。

* 1994年3月か ら97年4月まで技術協力担当書記
官として在パラグアイ日本大使館に勤務。
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株式会社若丸

代表取締役 下平 洋一

モンコルての馬肉生産事薬

我が社は信州で、 3代80年にわたり馬肉を

扱ってまいりました。食肉販売の主力は、在

米馬の減少にともない、豚肉から鵠肉、牛肉

へと移り変わってはきましたが、かろうじて

馬剌しだけは輸入馬肉を原料に供給を続けて

きています。 しかし、輸入される馬肉は牛肉

のように食肉用としての肥育が施されておら

ず、放牧されたままの加工用であるため、馬

剌し肉には行臭みが残り、在来種の木曽馬の

ような、筋繊維が精密で歯ごたえがある甘味

豊かな肉質に仕立てられておりません。現在、

我が社は独自でモンゴルに馬肉生産拠点を置

き、モンゴル馬の肥育を行ない日本への輸出

準備を進めておりますが、 当初は伝統的な畜

産業に自信を持つ同国に、大手商社のような

大址物流もなく、海外との貿易経験もない身

で進出しようとは夢々思っていませんでした。

それが現実化したのは、出所が明確で品質の

高い馬肉を求め続けた結果といえます。ここ

では、私とモンゴルとの出会い、これまでの

事業化へ向けての紆余曲折の経緯などについ

て語らせていただきます。

◆馬がとりもつ縁

取引先の商談に同行してモンゴル訪問の機

会を得たのは93年でした。このときは 1週間

足らずの滞在でしたが、大草原で自然の恵み

だけを頼りに、時間が止ま ったかのように悠

然と放牧されている木曽馬の兄弟達の姿を目

の当たりにして、心が高嗚ったのを党えてい

ます。もともと、日本在来種馬である木曽馬

や道産子は、約1500年前にモンゴルから渡来
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しているのです。競馬の馬や時代劇で見る大

型馬と違い、中型馬に分類される日本在来種

は胴長短足気味です。山坂に強く、おとなし

くて忍耐強く、粗食に耐えられ、丈夫という

定評があり、 しかも、日本人の体格と日本の

気候風土に適し、最盛期には日本全国に250万

頭も生息していたといいます。

90年の民主化と市場経済の導入がなければ、

訪れる機会もなかったであろうモンゴルです

が、 一気に親近感が湧いてきました。

同行した商社マンは、現地食肉会社に試験

的に100頭の馬の肥育を依頼し、 4ヵ月後にそ

の馬肉を枝肉で日本へ輸送するという契約を

結ぴました。モンゴルにと って、日本への食

肉輸出は初めてで、私も木曽馬のルーツであ

るモンゴル馬に大きな期待を持ち、この取引

きの成功を祈りました。ところが、 6ヵ月が

過ぎても期待のモンゴル馬肉が我が社へ入荷

しません。採葬に見合わないので、取引きを

断念したというのです。輸入された馬肉には

肥育をした形跡が見 られず、歩留まりも非常

に悪かったこと、また、輸送コストが割高で

あったことなどがその理由で、さらに、肉に

は精神的疲労のような酸味さえ発生していた

といいます。

私は一途にモンゴル馬の索材に惚れていま

したので、再度、肥育指導を含めた商品開発

を提案したのですが、受け入れてもらうまで

には至りませんでした。今さら査金と時間と

苦労を投入して新たな馬肉の生産地を開発し

なくても、現状のカナダ、アメ リカ、オース

トラリア産などで十分に足りると判断したの

でしょう 。確かに大量消喪品の海外開発や貿



易は、既に私どもの手の届かないところで成

熟しています。 しかし、今日みられるニーズ

の多様化した少量多品種時代には、小規模専

門企業の方が小回りが利くという長所もあり、

モンゴルのような手つかずの資源を活かすに

は、私どもの知識や技術が役立つはず。そう

思うと、 事業への意欲に使命感のようなもの

が加わり、足はモンゴルヘと向かいました。

◆輸出商品になる馬肉づくりを提案

良い商品が出来れば買ってもよいという、

私を最初にモンゴルに引き合わせた商社の言

葉を励みに、 一人で再度モンゴルヘ渡ったの

は94年でした。真っ先に同商社が前回肥育を

依頼したモンゴル最大の国営企業を訪ねたと

ころ、前回の時とは違い、有名商社マンでな

い私に対し、大きな不信と不安を覗かせてい

るのがはっきりと分かりました。私は、「馬肉

については商社よりも専門家である。今のま

まの品烈では、日本への輸出は難しいが、私

が言う改善案が実行されれば、輸出品に育つ

可能性は大である」と共産党幹部でもある社

長に提案しました。もし、特同されるならば、

私の方も真剣に取組む用意があるという考え

を披泄したのですが、 一方で未経験の事業で

あるだけに、身震いもしました。

モンゴルは畜産資源国ではあるものの、建

国以来これまで、計画経済の枠組みの中で国

営企業が家畜を集め、 8月から11月に 1年分

の肉を一気に屠畜し、あるものは枝肉凍結で

旧ソ連ヘバーター輸出、残りは国内市場に定

期的に送り付けるというのが実情でした。ま

た、骨付きのままの無包装で、品烈もランク

付けしていないのは、「肉に変わりはないのだ

から、品質の優劣に文句をつけるな」といっ

た乱暴なやり方でも大拭の消費に対応できた

からでしょう 。ここには消骰者に歓迎される

「より良い商品」という概念が働いておりま

せん。商品作りに関して、輸出企業側の当然

の責任分担となる技術や規格について、日本
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の基準を幾度も説明しました。彼らは、モン

ゴル伝統の畜産業に自信を持っているのです

が、国際競争の場では、こうした自信は大き

な障害となります。

現状でのモンゴル馬肉は、 地理的に海をも

たない内陸国であるために輸送コスト高とな

り、輸送骰を含んだ価格は、南米などからの

冷凍船積便とは競争できません。加工用の低

価格品なら現状の品質で十分です。しかし、

私は航空便で輸送しても採算が取れる高品質

で新鮮な商品作りは可能との判断から、それ

こそがモンゴル畜産業が世界市場にデピュー

する最良の方法だとアドバイスしました。

「物」を「商品」にするのは、例えてみれ

ば明治維新のような大意識改革といえます。

家畜をわざわざ肥育するなどは、今まで外か

ら問題点を突きつけられた経験のないモンゴ

ルの畜産業を一面で否定するようなものです

から、彼らとしては心中快くはないでしょう 。

しかし、いい商品を作るには従来のままでは

通用しません。

私は 2度目の訪問で、この国営企業への提

案を実現させるために、技術指導をする約束

をしました。具体的には現場での疑問に直接

解答できるよう、また、私の考え方が伝わる

よう、進んで現場作業員が働く現場に出まし

た。この国では今まで、経営者が労働者と一

緒に働くといった行為は間違ってもなかった

ようで、若い作業員はその点でも興味を持ち、

取組みは真面目でした。会社の幹部は口頭の

約束はすぐにしますが、あてにならない場合

が多く、そのぶんでも現場で働く人たちの理

解が必要になります。ある日、日本向け商品

用の指導をしたところ、その厳重な衛生管理

方法を作業員たちが自主的に他の作業場にも

応用したり、衛生備品の新設を管理責任者に

申請したという話を聞かされました。このと

きの嬉しさは私を勇気づけました。

94年は、事業提携した国営企業で、カ ット

肉の整形 ・包装 ・保管の基準や、屠畜工程で

の衛生管理、脱骨基準といった研究会を実施



事業迎寸描

部位別カット肉の衛生・規格

管理研究会。帽子、マスク着

用で身の回りを清潔に保ち、

日本出荷用の規格を学ぶ。

馬肉の特徴

①脂肪からは馬油

（用途は火傷、切傷、肩凝り等々 ）

◎コレステロールを低下

⑲低脂肪・低カロリー

ウランパートル市郊外に完成

した馬肥育場。馬の肥育はモ

ンゴルでは初めての試み。

馬刺しは、一部のグルメ的曙好品と考えられがちですが、

もっと多くの評価できる特徴を持っているのをご存知でしょ

うか。馬肉は、地鶏ササミに匹敵する低脂肪、低カロリーの

食肉でありながら、人体の筋肉を動かす即効的エネルギー源

となるグリコーゲンを大量に含んでおります。また、脂肪中

にはリノール酸やリノレン酸などの不飽和脂肪酸が多いため

コレステロールを下げる効果をもち、他の食肉と本質的に巽

なり、体内に余分な脂肪が蓄積されすにエネルギー源を得る、

活力効率の高い健康食肉といえます。馬肉を食べれば身体が

暖まり、「馬力がつく」という話にも根拠があるのです。
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しました。95年は、夏期100頭、厳冬期100頭

について、それぞれ4ヵ月間の肥育試験を行

い日本へ輸出しましたが、完全な商品ではな

いため市場へは出せませんでした。 しかし、

このとき肥育に使った飼料は完全に無農薬で、

殺虫剤も使用していない優れた天然索材で

あったのです。 El本に限らず、世界中のどこ

を探しても、このように完璧な無薬品の飼料

を入手するのは容易でないでしょう 。乾卓は

甘い香りさえ漂い、お茶にしても飲めるくら

いですから、それだけで一級の商品価値があ

りました。

◆現地法人の設立

相手側には時間の経過とともに私の呂動が

信用されるようになり、私自身もこの事業へ

かける 1'-1信がついてきました。ただ、ひと通

りの指袢をしたとはいえ、すぐに提携企業に

すべてを任せるところまでには至りません。

私はここまでの経験を通じ、事業を本格的

な軌道に乗せるには、現地法人を設立して作

業工程を管理し、肥育索馬選抜から籾肉輸出

までのシステムを構築する方法が実際的であ

ると考えるようになりました。モンゴル政府

も、この国営企業も基幹産業である畜産業を

海外市J-tjに通用するように発展させなくては

ならないとの慈識をも っていましたが、自ら

が投査して事業推進するまでの梢極さはなく、

私としては 「モンゴルのためなのに」という

ジレンマをいつも抱いておりました。

我が社が100％出衰する現地法人、若丸モン

ゴル株式会社を設立 したのは96年です。他国

に会社を設立して不動産を取得し、法律に

従って事業を推進するおり、それが基幹産業

であればあるほど、障壁が多くなるケースは

珍しくありません。我が社の場合は、「モンゴ

ル馬肉肥育試験事業」としてJICA（国際協力

事業団）の融査を受けられました。日本の政

府機関が支援に値する事業として認めてくれ
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たわけですから、我が社とモンゴル側との信

頼関係は一段と高ま ったといえます。

現地法人の設立に際し、当初モンゴル政府

は、国内企業と合弁した方が何かと便利で問

題解決も早いと、国営企業との合弁を進言し

てきました。確かに、私どもだけで進めるに

は、商ti't習や法律問題などの面で不安がなき

にしもあらずでしたが、思案の末、この誘い

には釆らず踏み止まりました。

私どもの事業は、 モンゴル人にと って経験

のない新しい事業ですから、過去の間罪にと

らわれずに、計画通り物事を推進しなければ

なりません。そこで目恥が付くまでは、出査

分だけの邸見しかいえない状況や、経営方針

のトラプルを招く事態は避けるのが得策と考

え、事業提携までにしたわけです。この選択

には一抹の不安もありましたが、今から振り

返ると判断は間違っていなかったといえます。

昨年の選挙で政権が交代した際に、国党企業

の幹部も総入れ替えになり、今までの事業の

理解者が、急に居なくなってしまうという事

態が起きたからです。我が社がこの政権交代

劇に影聘されず、内部的な混乱をみずに事業

を続行できたのは独査企業であったからで、

もし合弁の道を選択していたらどうなってい

たかわかりません。

本年は、モンゴルにわたり 5年目になりま

すが、この間、在モンゴル日本大使館および

JICAモンゴル事務所、また、 H本政府より派

逍された多くの専門家の方々にも多方而から

のご指導をいただいておりますので、この場

を借りてお礼申し上げます。

現在、ウランパートル市の西方15km地点

に、総面梢 5万平方メートル、収容能力1,000

頭の肥育場が完成し、年間出荷数2,000頭を第

1次目標に、個体管理の行き届いた肥育が始

まりました。また、JICA支援制度で派造され

た馬肥育導門家にも加わっていただいており

ます。今秋には、モンゴル馬肉を日本に初上

陸させる予定ですのでご期待下さい。



我が国の海外民間農林業投資の軌跡（4)

戦後後期の農林業投資
（社）海外農業開発協会

前3号では戦後初期 (1970年代末ごろまで）の「軌跡」をたどったが、最終の本号では、それ

までの「軌跡」の延長線上にある農林業投資は誌面の関係で省略するが、80年代の新しい動きと

しての中国の登場と環境重視による変化を概観し、つづく誌面を総括と展望に当てる。

また、補稿として、創刊号から 3号までの誤記、誤植を訂正するとともに、前3号で寄せられ

た誤記の指摘、コメント、質疑などに対し、筆者の所見などを述ぺる。

第四篇戟後後期（1880年代以陰）およひ総括・展望

]|1980年代の変化 7
 1. 中国の登場

中国に対する我が国の経済協力は、 1978年に

111]国が改革 ・開放路線を導人したときにはじま

る。その後、 1991年の市場経済への移行以後に

急伸し、 今やインドネシアとならんで我が国の

経済協力供与国の首位の座を占めるに至った。

(1) 政府開発援助 (ODA)

中国に対するODAでは、まず、 1979年度から

の第 1次円借款 (1979~84年度）にはじまり、

現在は第4次円借款 （1996~2000年度）の実施

中である。

対中国円借款の部門別構成では、運輸、屯力、

通信などの経済インフラが大部分を占め、J煤林

水産部門は件数で10%、金頷では6.3％にすぎな

い（ほかに灌漑案件の0.7％がある） （汁l)。

しかし、現在進行中の第 4次円借款では経済

インフラに加えて環境および農林業を重視し、

また、地域間格差の是正のため、内陸部にウエ

イトを置く方向である(il:2)。

ODAのもうひとつの柱である技術協力では、

煤林部門のウエイトがかなり高い。1995年まで

に実施または実施中のプロジェク ト方式技術協

カ（略称「プロ技協」） 40件のうち、農林案件 （灌

漑を含む）は、 三江平原煤業総合試験場、肉類

食品総合研究センター、北京萩菜研究セ ンター、

天淮酪牒発展計画、海夏森林保護計画、湖北省

林木育種計画など、農林8、林業3、灌漑 1で

ある(ilこ．3）。

これらの農林業プロ技協のうちの最大規模の

ものは東北地区 ・黒龍江省の三江平原農業総合

試験楊計画であったが、このプロ技協に続いて

同地における龍頭橋ダム建設、商品穀物基地開

発計画に対しOECFの円借款が供与された。

(2) 民間投資

JICAの開発融査（前出、第二篇II-3-(2)参

照）を受けて行う 「試験的事業」からみると、

中国への農林業投査では日本への輸入を目的と

したIJF-1発輸入型よりも中国の国内市場指向のも

のが多い。 例えば、同国におけるビール需要の

急培を背娘に、日本のピール用大麦の品種を導

入して成功した事例や、高級ワインの術要を見

越 したプ ドウ栽培の試験的事業、そのほか現地

市場を狙った施設園芸に よる高級野菜の栽培、

肉用牛飼育などがある。
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中国における民間牒林業投査の有望分野や具

体的な案件の発揺については海外煤業開発協会

が農水省の補助金を受けて調査を行っており、

その情報は同協会の本誌はじめ謂演会、セ ミ

ナーなどによ って広く民間企業に提供されてい

る。また、日本貿易振興会 (JETRO)が農水省

の委託事業として行っている調査でも中国を重

要な対象国としている。同じく牒水省の委託で

闘国際開発センターが行った「市場経済移行国

農林業開発投査検討調査」でも中国、ベトナム

が主要対象国になっている。これらの調査のそ

れぞれについて紹介する紙面の余裕はないので、

ここではその報告書名を注記しておく（注4)。

なお、80年代後半には中国と ならんでベ トナ

ムが投査対象国として登場してきたが、これも

本稿ではふれない。

2.環境重視

(1) 環境ODA

1980年代は世界的に環境意識が高まり、 地球

書浸

巴m
温暖化、酸性雨、砂漠化など国境を越える環境

問題への国際的な対応が迫られた。この年代に

泄界の各地で環境をテーマとして開催された国

際会議は数えきれないが、 1992年にリオ ・デ ・

ジャ ネイ ロで開かれた 「国連環境会議

(UNCED)」はそのクライマ ックスであった。

UNCEDの会議で我が国政府は、 1992年から

の5年間で900億～ 1兆円規模の環境ODAを供

与する意向を表明したが、 92~95年の 4会計年

度の環境ODAの合計は9,796億円と なり、目標

は1年前倒しで達成された。この額の66％は政

府直接借款（「直借」と略称される）が占め、残

りが無位査金協力と技術協力であった。

95年度の環境直借は2,186億円で、件数25のう

ち、プラジルのチェテ川流域環境改善、 インド

のバンガロール市上下水道整備、同 じくイン ド

のグラジャー ト州植林開発、 インドネシアの居

住環境改善は 1件100億円を超える大口案件で

ある（注5)。

技術協力では、1990年にはじま ったタ イの「環
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境センタープロジェク ト」 に続いて中国、イン

ドネシア、メキシコ、チリでも同様のプロ技協

が実施され、センターの建造と施設に対する無

償査金協力が先行している。これらのプロ技協

のほか、 JICAの開発調査事業、研修員受入、専

門家派遣にも多くの環境案件が含まれている。

(2) 農林業における環境協力

鉱工業に比べて農林業分野の協力をみると、

環境問題を引起す事例は少ないが、今後の有望

投衰案件と考えられる大規模畜産や農産加工事

業については慎重な環境配應が必要であろう 。

林業部門における国際協力は1970年代までは

東南アジア諸国の熱帯林の伐採事業に向けられ

た。それはこれら諸国の外貨獲得源となって経

済発展に大きく寄与したが、前篇で詳述したよ

うに70年代後半からは環境重視の観点から、協

カの重点を伐採から造林に移していく 。

80年代も造林を重点とする林業協力が展開さ

れたが、この年代の新しい動きとして注目され

るのは熱帯降雨林の研究に対する協力である。

南洋材の最大の給源であったインドネシア ・カ

リマンタン州の熱帯雨林研究センター（同州の

ムラワルマン大学所属）の建設に対し無微査金

協力を行い、 1985年から同センターにおいてプ

ロ技協「インドネシア ・熱帯林業研究計画」を

実施し、さらに1995年からはプラジルで「アマ

ゾン森林研究」のプロ技協を行っている。

林業協力のもうひとつの新しい動きとしては

社会林業への協力がある。社会林業(socialfor-

estry)というのは、農村住民グループが共同し

て行う造林事業で、農業との複合経営 (agro-

forestry)として行われるのが一般的である。社

会林業に対する我が国の協力はタイをはじめイ

ンドネシア、ケニア、ネパールなどで行われて

いる。

社会林業に最も熱心なタイを例にと ってみよ

う。同国では1960年代から畑地開発が急速に進

み、メイズ、キャッサバなどの大輸出国となっ

たが、その反面、 60年代初期には国土の半分以

上を占めていた森林面積が半減し、土壌流失、

水源枯渇などの環境悪化が進んだため、政府は

森林の維持 ・回復を重要政策とした。我が国も

その推進に協力する立場から、問題の最も深刻

な東北タイにおける社会林業の促進を目的とす

るプロ技協「東北タイ造林普及計画」と併せて

「東北タイ大規模育苗セ ンター」の建設に対し

て無1代査金協力を行った。
また、タイ政府は、社会林業に参加する農民

の行う植林のための土地整備、苗木や肥料の購

入などの経喪への補助金と融資を行っている。

農民は総投資喪用のうち、 30％の補助金、 70%

の融査を受けられる。社会林業に対するこの融

資は「農業・農協銀行（BAAC)」から受けるも

ので、その原資はBAACに対する我が国の借款

（後述「ツーステップローン」）である（注6)。

国 ［総括と展望 7
 1.投資主体と合弁相手

農林部門における海外民間投査は総合商社に

よるものが多いが、食品、繊維、薬品などのメー

カーが自社で必要とする品質の原料を安定的に

確保するために行うケースも少なくない。前述

（第二篇II-1)のSB食品のマレーシアにおけ

るコショウ、ウコン（ともにカレー原料）の生

産をはじめとして、最近の事例では三共製薬の

タイにおけるプラウノイ（注7)の大規模プラン

テーション事業などがある。

アメリカなどの農業先進国では、国内で農業

生産を行っている大企業、例えばデルモンテや

ドールのような果実生産会社や、カーギル社（種

子生産）のような巨大農産会社が全世界に進出

しているが、日本では株式会社は農地の所有、

賃借のいずれもできないので、農産企業はほと

んど存在しない。カネコ種苗がJICAの試験的事

業の融査を得て、フィリピン、タ イで現地用の

野菜種子の生産を行っているのは珍しい例であ

る。

また、鉱工業部門では、異なる業種にわたる

企業群が連合して、政府の支援の下に海外で大

型投査プロジェク トを行う事例が多く、 「ナショ

ナルプロジェクト」と称せられている。先に触
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れた（第二篇II-2)プラジルのウジミナス製

鉄所は関連55社および海外経済協力基金

(OECF)の合同プロジェクトであり、同様の例

は数十あるいは百に達するかも知れない。

ところが、農林業でナショナルプロジェクト

と呼べるのは前述のセラード農業開発（第二篇

II-2および本号第四篇II-1、Pllに詳述）、

カリマンタン森林開発（第三篇III-2)および

17伯紙パルプ沢源開発（第三節111-4) （注8) の

3件だけである。

このなかでもセラード農業開発は、成立の背

誤、仕糾みにおいて他の数多いナショナルプロ

ジェクトとは大いに異なる。その背梨に1973年

ごろからの石油危機、世界的な食糧不安に際し

てアメリカがと った大豆輸出規制がある。この

規制は我が国に大きなショ ックを与え、従米ア

メリカー辺倒であった我が国の食糀輸入源の分

散を図る必要が桶感され、農水省がこれをナ

ショナルプロジェクトにすぺく政界、財界に根

圃しして進めたものである（注9)。鉱工業部門に

おけるナショナルプロジェクトの多くが、民間

の発慈で経団連が世話役となって仕組まれたの

に対し、セラード開発はすぐれて政府主導型で

あった。

このプロジェクトは、前述のように、まずミ

ナス ・ジェライス州での試験的事業

(PRODECER -I)ではじま ったが、その後

マッ トグロッソ州およびバイア州での第 2期試

験事業(PRODECER-II)を終え、現在はトカ

ンチンス州、マラニオ ン州でPRODECER-III 

が実施中である。試験的事業で入植した移住者

は逐次本格事業に移行しつつあり、その際には

OECF査金がJADECO（前出、 H伯農業開発株

式会社）、プラジル側受入機関を経て貸付けられ

る。

セラードのような官民合同のナショナルプロ

ジェク トの場合は、 相手国プラ ジルでもこれと

同じような官民合同の受けlll1を作るのであるが、

通常の民間投咬は個々の企業間の合弁事業とし

て行われるのが通常である。合弁の相手には、

アジアでは華1裔系、中南米では日系企業が多い
ことは先に触れたが、最近は東南アジア、特に

タイおよびフィ リピンでアグリピジネスと呼ば

れる総合農産企業が煤業の生産 ・流通 ・加工を

通して大きな勢力を持ってきている。タイでは、

メトログループとCPグループ (CPはチャルン

ポーカパン一族の頭文字）が双璧といえ、フィ

リピンではサンミゲールと アヤラ財II如のアヤラ

農業開発会社が最有力である。タ イのアグリピ

ジネスはコメの輸出商か ら成長した華伯系査本

で、フィリピンのそれは、スペイン統治時代に

発生した大地主沢本を源としている。彼 らは、

アメリカ、 ドイツ、日本などからの投査を栢極

的に吸収して、多国籍化を進めている。例えば、

CPと合弁事業を行っている 日本の企業は、大商

社のほか西友のような小売企業、キュービーの

ような食心れ製造業など多種多様である(ii10)。

2.農民農業への協力

多くの開発途上国の農業は多数の農民によっ

て行われる 「農民牒業」と旧植民地時代に発達

した大規楔企業製業（「エステート農業」あるい

は「プランテーション」と呼ばれる）とが併存

する。我が国のODAは、 主として前者に向けら

れ、エステー ト農業への協力は民間投査に対す

る政府の支援によ って進められてきた。

(1) 農民農業へのODA

ODA農業協力は1950年代中期以来、技術協力

を中心として進められ、後年に至って、試験 ・

研究や将及事業に必要な施設などの無位査金協

力が行われるようになった。技術協力および無

位査金協力では農林業がかなりのシェアを占め

たが、政府借款を主とする有債査金協力では農

林部門の比重は極めて低く、かつそれは灌漑事

業に偏していた。ところが、近年は、J謀民農業

に対する有償資金協力としての「ツーステ ップ

ローン」の増加が注目されるようになる。

この借款は相手国の金融機関を通じて末端牒

民や中小企業者などに融査する方式で、我が国

の政府借款ではタイの「農業 ・農協銀行

(BAAC）」への第 1次借款(1975年）が先駆で

あった。

BAACは1966年に特別法によ って設立され
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て以来、急速に機構を拡大し、現在では支店、

出張所、末端事務所を合せて千に近いネ ット

ワークを全国に張りめぐらせ、牒民およぴ煤協

に融資を行っている。 BAACへの我が国の借款

は1995年の第14次借款までの累計で562億円と

なっている(itll)。

BAAC借款にはじまった開発金融借款は、同

じくタイの産業金融公社 (IFCT)を通 じて中小

企業に供与され、また、その他の途上国に対し

ても逐次拡大された。

1988年にマニラで開かれた「日本 ・アセアン

首脳会議」において日本政府は、今後 3年間で

20億ドルを下w.lらない額の新たな開発金融借款

を行うことを表明し、この計画を 「アセアン ・

日本開発基金 (AJDF)」と名付けた。

AJDFの最初の案件は、マレーシアの 4つの

政府系金融機関を通ずる農民、 中小企業、観光

業者向けのもの、次いで (89年）はインドネシ

アの民間エステートの設備に対する融査、フ ィ

リピン土地銀行を経由する煤協の共同施設およ

び常農査金 (92年）であった（注12)。

(2) 民間投査事業の農民牒業への寄与

民間農業投査事業を大きく分けると、自社農

園での生産事業のほか、農民の生産した農作物

を集買 ・加工するといった形がある。後者は農

民に売先（市楊）を提供し、煤民農業に寄与す

るが、さらにその集買が契約栽培方式であれば、

種苗、肥料などの現物供与またはその購入骰の

前渡し、技術指導をともなう 。

戦後の我が国の最初の民間農業投沢として前

述（第二篇II-1) した東北タイでの製納業で

は、芝浦製糖（現在は吸収合併により 三井製糖）

が、約3,000戸の農民と甘庶の契約栽培を行い、

東北タイに新たに近代的な甘庶栽培を発展させ

た。

契約栽培（contractfarming)は上述のタイ

やフィリピンで急速に発展したアグ リビジネス

でも広く用いられている方式であるが、 問題は

大企業との間の契約の公正の保持である。

この方式は、戦前の我が国の蚕糸業では「特

約取引」という名の下に広く行われ、繭および

生糸の増産と品質向上に大いに役立った。当時

の農林省は「産繭処理統制法」により、特約取

引を認可制として契約の公正を守らせたが、そ

のような強権的な指導 ・監督は今日では行えな

い。契約を農協などの農民団体との間で結ぶこ

とが農民の立楊を守るうえで有効な方法といえ

るが、自主的な協同組合の育成は立遅れている

ようである。

3.農協育成への協力

日本の農協の組織率の高さと事業の活発さは

世界に知られており、開発途上国、ことにアジ

ア諸国では農協育成について H本から学ぼうと

する気運が早くからあった。我が国は1960年代

から、専門家の派追や研修且の受入れを行って

き、受入れ研修については、 ODAのほか、 1963

年に農協査金による「アジア農協振興機関

(IDACA)」が設立されている。

IDACAは、政府ベースの受人研修の実施を委

託されるほか、 白主財源でアジア諸国からの農

協役職負などを「農協間協力」として受人れて

おり、箪者も 1[l［旧か講義したことがある。

上記のODAおよび 「農協間協力」によ る研修

事業のほか、タイでは、次の品協育成プロジェ

クトが相次いで展開された。

(l) Hタイ煤協間協力「メイズ開発計画」

日本の農協は早くからタイの農産物の輸人、

農業査材の輸出に強い関心を持ち、 1961年に農

協系統の出査によ る株式会社 「組合貿易」を設

立した。同社は輸出入業務のほか、タイ農協辿

合全 (ACFT) との合弁で農薬の製造も行っ

た。さらに1960年代中ごろからの同国のメイズ

の数籾＇｛的な増 産と対日輸出の急増を背梨として、

1974年に新設されたJICAからの融査を受け、

「煤協間協力」としての「メイズ開発計両」を

展開した。

この事業計画は、タイの中北部（メイズ主産

地） の3農協（モデル農協）に対し、生廂基盤

の整備、流通施設（倉庫、乾燥施設など）の建

設への技術指導と融査を行い、それ以前からの

メイズ集荷査金の融査を連関させ農協によるメ
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イズの集荷姑を増やし、その全羅を組合貿易が

R本に輸人するという内容であった。タイ側へ

の融査頷約 2億円のうち75％をJICAからの借

入れでまかなった。

このような農協間協力の成果として、組合貿

易の取扱い拭は急増し、日本廂社20数社の中で

の最大シェアを 占めるまでに至るが、両者の協

力期間は短い。組合貿易がJICAへの負伯を抱え

たまま1979年 3月に本件プロジェク トを打ち

切ったからである（注］3）。これは1970年代の終り

ごろから、価格問題が主因となって、タイメイ

ズの輸出先が台湾、シンガポールなどにシフ ト

し、国内術要の増大も手伝って、対日輸出が激

滅したことが主な原因といえる。

(2) 「タイと うもろこし産業開発技術協力」

(JICAプロ技協）

このJICAプロ技協はもともとタイの煤業・協

同組合省の協同組合振典局（略称「CPD」)の提

案によるものであったが、日本政府に正式な要

請を出す段階で、政府部内の調整が行われる。

結局、同省内の 3局 (CPD、農業許及局、農業

局）の共管プロジェクトとなり、日本側への窓

口はCPDということになった。

日本政府は数次にわたり JICA調査団を派遣

し、 1976年9月に討議議事録 (R/D)が署名さ

れた。箪者はこれらの事前調査団の団長を務め、

またR/Dの署名を行った（タイ 側の署名人は

CPD局長）。

プロジェク トの開始は拠点となるセンターの

用地問題や施設整備などで、大幅に遅れたが、

1982年までのフル活動により、メイズの生産性

の向上に大きく寄与した。特にプロジェクトの

中の重要な部分であったメイズの優良種子の増

殖配布の成果は顕著で、種子増殖の主管局（農

業普及局）は、このプロジェクトに模した種子

増殖事業をメ イズ以外の主要作物についても全

国にわたって展開することになった。本件プロ

ジェク トを発議したCPDのもともとの狙いは、

プロジェク トで増殖、処理した種子をすべて農

協を通じて配布することにより、煤協の振典を

図ろうとするところにあった。 しかし、 普及局

の主張で、配布ルー トを農協以外にも拡大した

ため、 CPDとしては当初の思惑が外れる結果に

なった(it]4)。

(3) 「タイ国農協振興プロジェク ト」(JICAプロ

技協）

このプロ技協の発端は1979年 3月にCPDが

同国の農協振興計画に対する日本政府の協力を

求めてきたのにはじまる。その背景としては、

上記(1)の農協間協力事業を打切ることになった

H本側農協が、特定の作物に限 らない基本的な

タイ農協の育成計画の作成と実施をODAに

よって行う計画をたて、タイ政府および日本政

府に根まわしした上で仕組んだものであった。

このような仕組み方は、当時としては、鉱工業

や建設部門では普通であったが、本件プロジェ

クトはこれらに比較すれば、直接の利益には結

びつかない公共性の高いものであった。

さて、この要請への対応として、日本政府は

まずJICAの開発調査事業の案件として取上げ、

調査をIDACA（前出、アジア農協振興機関）に

委託した。 IDACAは約 2年がかりで調究を行

い、 1982年 3月に最終報告曹を両国政府に提出

した。

この調査結果を踏まえてCPDは東北タイの

ナコンラチャシマ県（通称コラー ト） の5農協

をモデル農協とし、それを拠点とする煤協育成

プロジェク トを策定し、日本政府の協力を要請

(1983年6月）してき、JICAは同年11~12月に

事前調査、翌84年 7月に実施協議のチームを

送ってR/Dの署名を行った。箪者は協議チーム

の団長と してR/Dに署名した。

プロジェク トの骨子は、上記の 5モデル農協

で、営農指導、農協経営、経済事業(Jt蒋買、販

売）、信用事業の各分野での活動を展開し、その

成果を地域内の煤協に波及させるとともに、成

果と問題点をCPDが行う 地域農協研修および

全国研修の教材と した。なお、日本政府はナコ

ンラチャシマに設質 した地域研修セ ンターの建

設骰 9億8,000万円の無償査金協力を行った。

プロジェク トの人員構成は、日本側はリー

ダーを含む 6人の長期専門家と必要に応じて派
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逍される短期専門家で構成された。彼らはCPD

がこのプロジェクトの 「カウンターパー ト」と

して配属する職員 (31人）を通じて任務を遂行

するものであった(il:_15)。

箪者がR/Dに署名する際に最も気がかりで

あったのは、日本人スタッフとカウンターパー

トとのコミュニケーション、特に言葉の問題で

あった。日 ・タイ語の通訳付きで行うのはよい

としても、果して十分な数と質の通訳が得られ

るかどうかを懸念した。

箪者がかつて視察したインドネシア ・西スマ

トラでのドイツ（西独）援助の地域農業開発プ

ロジェク トでは、その開始に先立ってカウン

ターパー ト全員を 1年間ドイツに呼びドイツ語

の特訓を受けさせたときいたが、JICAプロジェ

クトではそこまでは手が届かなかったであろう 。

せめて、その部分だけでも農協間協力として

IDACAで日本語研修をやればよかったであろ

う。また、同じナコンラチャシマでH本のプロ

技協として行われていた旋蚕センターでは、日

本人スタ ッフはタイ語を、カウンターパートは

日本語を業務の一部として習得させていたので、

センター内でのコミュニケーションは、日本語

とタイ語が入り混った。いずれにせよ本件農協

プロ技協は 5年の協力期間、 2年のフォ ロー

アップを経て1991年に終了した。

4.民間農林業投資の方向

(1) 投査の多様化

以上に述べてきた「軌跡」を振り返ってみる

と、戦後の農林業投賽は「一次産品開発」を主

とするものであったが、その対象品目が次第に

多様化し、さらに、近年では現地消骰指向型の

投賽が増え、それにともなって対象品目もます

ます多様化するようになった。この現象は途上

国における農業の商品生産化、国民所得の増大

による食生活の変化など、種々のファクターが

重なり合って生じたものである （注16)。

農業投査の多様化は作物の種類だけではなく、

投査主体、合弁 ・提携相手、事業形態について

もみられる。タイやフィリピンで急成長してい

るアグリピジネスについては前述したが、その

他の途上国においても査本主義的自由経済の進

展にともない、アグリピジネス化が進むと思わ

れ、日本の農林業投査にも無視し得ない存在と

なるであろう 。この点についての最近の事例と

して、事業規模は小さいが我が国の大手企業（明

治乳業）とタイの代表的アグリビジネス（前出、

CP社）との合弁会社 (CP-MEIJI)が同国の農

協（タルアン酪農協同組合）と提携して行って

いる牛乳処理事業は種々の面で注目に値する。

もともと、タイの酪農は1962年にデンマーク

政府の援助による「タイ・デンマーク酪煤場」

の開設にはじまる。そのころFAO職員としてバ

ンコクに在勤していた筆者は、デンマーク国王

臨席の開所式に招かれ、当時のタイでは飲めな

かった生乳を収味した思い出がある。以来、デ

ンマークの指導によりタイの酪農は協同組合方

式によ って進められ、 1970年代にはいくつかの

酪農協同組合（以下「酪農協」という）が組織

された。

ところが、 1980年代のタイ経済の急成長、国

民所得の上昇にともなって牛乳の需要が大幅に

増加し、国内生産が追いつかず、乳製品（特に

還元牛乳の原料としての粉乳）の輸入が急増し

たため、政府は酪農振興を国の重要政策として

取り上げ、第 6次社会・経済開発計画(1987~91

年）、第 7次計画 (92~96年）に盛り込んだ。

この酪農振興計画では、新たに酪農を始める

牒家には乳牛購入（ l戸当たり 5頭）、畜舎建設

などの初年度投資に対するCPD（前出、協同組

合振典局）の特別融査、営農資金に対する

BAAC（前出、 「農業 ・農協銀行」）の融査が酪

農協を通じて与えられるというものであった。

CP-MEIJIの提携相手であるタルアン酪農協

はバンコクの北北東約200kmのロプリ県タルア

ン郡を地区として1990年に50戸の農家で組織さ

れ、 1996年には組合員数221戸になり、組合員の

搾った生乳はすべてCP-MEIJIの処理工場に出

荷されている。

この計画によって酪農家の創設、酪牒協の組

織は急速に進んだが、酪農家に対する技術指導

は、それを主管する畜産振興局の技術者の不足、

普及体制の弱体のため、酪農家の急増に対処で
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きず、タ イ政府は我が国の技術協力を求めてき

た。これに応じて、JICAのプロ技協としての「タ

イ中部酪農開発プロジェクト」が1993年から開

始された。拠点である「酪農展示センター」の

所在地は上記タルアン酪農協の地区内であるか

ら、その組合員には最も濃密な技術指砕が行わ

れるはずである。すでにこのプロジェクトでは

1年以上にわたって地区内の酪農家について極

めて詳細な実態調杏を行っている。溢密技術指

袢により組合負の技術水準が上がれば組合の

CP-MEIJIへの出荷品も増えるであろう(il=.17)。

タイの酪農は一貫して協同組合方式で発展し、

酪農協は全国の牛乳生産の約9割を 占めている

(1993年現在）。ところが同じ畜産部門でも、肉

牛生産ではアグ リピジネスが支配的である。

もともとタイの伝統農業では、牛または水牛

は専ら農耕用（役牛）であり、使えなくなった

牛を）者畜して牛肉としていたが、とても固くて

まずかった。1960年代の初期からは 日本の技術

協力で、 2人の専門家がタ イ在来の牛を肥育し

て上四の肉牛に仕立てる実験を行い、かなり上

質の牛肉を作ることに成功した。当時バンコク

に住んでいた箪者の家族も、それをもら ってス

キャキを楽しんだものだが、この技術協力はそ

のまま立消えとなった。ところが1970年代にな

るとタイの企業（チョクチャイ ）がデンマーク

酪農場の近くで肉牛の大牧場を開いたのを先駆

として、企業的生産による肉牛生産が発展した

のである。また、日本にも大最に輸出されてい

るブロイラーでは前出のCP社が圧倒的な支配

力を持っている。

以上のように、畜産分野だけでもその形態は

多様化 している。農業部門全体についても同様

であろう 。このような相手国の変化に応じて、

日本の投衰主体も 多様化することが考えられる。

前述したように、我が国には農業生産を行う

企業がないため、煤業には縁の遠い企業の牒業

投査が多いのであるが、農業の担い手である農

民の組織する農協（総合または専門農協）の中

にはすぐれた技術と経営能力をもって業績をあ

げているものも少なくない。その ような農協が

途上国の農産事業に投査することは十分考えら

れる。

その場合の投資形態としては、相手国の農協

（単位農協）と合弁会社を作るとか、アグ リピ

ジネスとの合弁会社と地区農協との契約栽培と

か、その国の関係法規や現地の事情により種々

であろう。このような農協投資を可能にするた

めには、現行の農協法の改正を要しようが、同

法はいずれにせよ改正の時期にある。改正に当

たっては農協の農林業投査を念頭に置くべきで

あろう 。

(2) 民Ilil投査とODA

我が固のODAは途上国の多様な発展段階に

応じて運用することが基本方針となっている。

すなわち、南西アジアやアフリカの大部分を占

める 「後発途上国 (LLDC)」では無償協力と技

術協力を中心とし、その他の途上国に対しては、

その段階によ って無償から有償に籠点を移し、

やがてはODAを卒業させて民間投賓に移すと

いうものである(ii.18）。しかし、その段階分けに

は問題が多い。

我が国政府は1せ銀に ならって 1人当たり
GNPを基準としているようだが、現在のGNP

だけではなく 、最近および予測しうる将来の成

長率を加味すべきであろう。 例えば、インドネ

シア、フィ リピン、タイはいずれも世銀分類で

いう 「下位中所得国 (lower middle-income 

economies)」であるが、タイは上記の考應を入

れればマレーシア、プラジル、メキシコなどの

「上位中所得国」と同じランクになる。また、

カンポジア、ラオス、 ミャンマーと並んで 「低

所得国 (low-incomeeconomies)」に属する中

国、ベトナムについても同様である。

ODA予算が「聖域」でなくなった現在こそ、

かねてから言われているODAの効率化、質の改

蒋を図る時期がきたといえ、その意味からも、

かなり進んだ開発途上国へのODAでは民間投

査促進のための投査環境の改善、OECFの一般

案件融査やJICAの開発融査事業に重点を向け、

これらの諸国ができるだけ早く ODAを卒業で

きるようにすべきである。
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第四篇 注

（注1)OECF年次報告曹1996年

（注 2)I司上

（注3)ODA白書（わが1国の政府開発援助）外務省

経済協力局編、 1996年版下巻

（注4)「海外大型農林業投沢可能性調査報告苫（中

国、フィ リピン、タ イ、マレーシア）」II本

貿易振典会、 1994年3)―l

「 Iif•1 発途上国内Wi 1J1 型投賽促進検討調杏

報告書（中国、タイ）」11本貿易振輿会、1997

年3月

「市場経済移行 I •I;I 農林業開発投衣検討調

杏報告書（中国、ベ トナム編）」国際開発セ

ンター、 1997年3JJ 

（注5)「OECFニューズレター」1996年 7JJり（環

境特集）

（注 6)「OECFニューズレター」 1996年 9JIサ

(No.42) 

（注7)プラ ウノイはタイ謡、学名Crotonsublyr -

alus、沿船に利 く柴収

（注 8)本プロジェクトは、パルプ事業とともに原

料生産のための造林市業も含むのでここ

では農林部門として扱った

（注9)「セラード農業開発党柑」有松晃、国際煤林

業協力協会月刊情報誌1983年10)J',}、84年

1月号に連載

（注10)タイのアグリピジネスについては「NAIC

への挑戦」、 末広昭、安田靖編、アジア経済

研究所発行、 1987年、および「東南アジア

農業の商品化」、梅原弘光編、アジア経済研

究所発行、 1989年（特に同：；1}：第 83誼）、 フィ

リピンについては同内第 6章

（注11)OECF年次報告,1H996年

（注12)「海外経済協力基金30年史」、 OECF、1992

年

（注13)「タイ農協振興プロジェクト」、 山本博史

（「新・煤業協同組合制度史」第 3巻、（財）

協同組合経営研究所発行、 1997年 6月所

収）

「発展途上国における農協の現状と育成

協力のあり方ータイ国の事例研究から一」

山本博史、全国農業協同糾介中央会、 1984

年3Jj 

（注14)「タイとうもろこし産業聞発計画エバリュ

エーション報告書」JICA、1982年9J] 

（注15),iり掲（注12)および「タイ 111農協振輿プロ

ジェクト」、竹内博（「農林水産業分野の技

術協）Jプロジェク ト、第 1集、国際農林業

協）J協会、 1994年所収）

（注16)ill1和り「農業の商品生産化と農業協力の）］

向」、 IEl際農林業協力（国際煤林業協力協会

季刊誌） Vol.13No.4、1991年3J1、および

「農業の市場経済化の IIJ]暗と農林業協

)J」、紙谷貢、同上誌Vol.19No.4、1997年3

JJ 

（注17)CP-MEIJIの投査事業の背屈としてのタイ

酪煤の発炭経過、政府の酪農振興プロジェ

ク トについては下記の最新査料 ・文献に

よった。

「タイにおける酪農の発展ー熱帯酪煤発

炭の1t例として」小林侶ー、菊池成純（広

瀬昌平編「アジアの食料と炭境を考える」

龍渓社、 1997年2月、第 6帝として収録）

「タイにおける酪煤開発の視状と課題一

タイ国中部酪農開発計両からの考察ー」、

鈴木篤志、国際協 力研究、JICA、Vol.

13No. 1、1997年4月

「タイ 中部酪農開発計両」i:j柚潔、 （「農林

水産業分野の技術協カプロジェクト 、第2

集」国際煤林業協力協会、 1997年3月所収）

（注18)1i1i也 （注3)ODA白fl}、 ド巻
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補稿

4 lwl辿載の本稿は本号で終わるが、はじめに創刊号から 3号までの誤記、誤植を下記の正誤表に

よって訂正する。

正 誤 表

位 附 舌”田+ 正

創刊号 第一篇 8頁上4行目 後坦 後期

9頁右26行目 ニューギニア（墾半分） ニューギニア（酉半分）

o.2 第二篇 17頁左11行目 JADE~O JADE~ O 
17頁左14行目 Companihia Companhia 

17頁左18行目 BRASAGO BRASARGO 

17頁右32行目 ラポン州 ランポン州

No.3 第三篇 10頁左14行目 エゾスギ エゾマッ

10頁右3行目 竺 およびメランテ ィ メランティおよびセラヤ

15頁右14行目 王子製紙、住友林業 王子製紙、住友商事、住友林業

16頁左13行目 四開発事業 空柱開発事業

16頁左23行目 王子製紙が 王子製紙と三井物産が

16頁右2行目 輸出禁止 輸出禁止（西マレーシアのみ）

17頁右7行目 融査を 出査および融査を

17頁右39行目 4件中の3件 5件中の4件

17頁右最終行 暖帯 亜熱帯

第三紺（林業篇）について

前号に記載した林業篇については数人の林業専門家からコメン トや質問をいただいた。 もともと

箪者は古い農林省のOBであり、戦前、戦後の24年にわたる在職中に、多くの局や庁に勤務して、 1悶

業と水産に携わったが、 山林局（林野庁）だけは勤務の経験がなく、また、同省退官後の45年間に

は色々な身分で国際協力に専従してきたが、林業協力案件に直接かかわることはなかった。したがっ

て、今回の連載の執箱に当たっても、農業部門では自 らの体験に基づく記述を主としたのに対し、

林業篇は専ら文献、 査料に頼らざるを得なかった。この取りまとめ作業には予想以上の時間と労力

を骰やしたが、林業についての知識と経験の不足が悩みの種であった。この点で林業専門家から寄

せられた誤記の指摘、コメント、質疑などはまことに有り難いものであった。これら諸氏に対し、

謝慈を表するとともに、そのご好意に報いるため、そのうちの若干を一般読者に披露し、それに対

する筆者の所見や回答を以下に述ぺる。なお、その順序は、おおむね本文 （第3号）記述の順とし、

本文の関係ページをカ ッコで示した。

1. 米材の樹種 (P.10)ー専門用語の問題

戦前の木材輸入の項で 「マツ（米松）」と書いたのに対し、 「米松はマツではなくツガの仲間で、

学名は Pseudotsugamenziesiiである」との指摘を受けた。執筆の際には林業百科辞典（注19)を一応
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参照したのであるが、そこには英名DouglasfirとOregonpineが併記してあったので、日本名では

後者によってベイマツと称しているものと思ったが、 学名に注意しなかったのは迂闊であった。改

めて他の文献のいくつかにあたったところ、マツ科ではあるものの、いわゆるマツ属の「松」では

なく、 トガサワラ属の一種であることがわかった（注20)。

なぜ、「米松」と呼ばれるようになったかについては次のような経緯がある。ベイマツ、ベイス

ギ、ベイツガなどの 「米材」が輸入され始めたころ、米松はオレゴン・パイン、メリケン松などと

呼ばれていたが、米材が広く利用され出した大正 7~ 8年ごろから、材の特徴が「松」に似ている

ために日本人に馴染みやすいこの名称がつけられるようになった。同様の見地から、他の様々な材

種に対しても在来樹種の名がつけられ、結果、呼び名が必ずしも材の植物学的な樹種名を表すとは

いえないものが出てきたのである（注21)。

この違いは林業専門家の間では常識として理解されている。しかし、専門家の間では当然として

使われているこれら名称や用語も一般人にはきわめてわかりずらい。この例に限らず異なる部門間

の接触機会が今後ますます多くなっていく趨勢を考胞すれば、それぞれの分野における専門用語を

一般人に分かりやすく使う努力が必要と思う 。

2. カリマンタン森林開発プロ ジェクト (P.15~16)

このプロジェクトは官民合同のナショナルプロジェクトとして行われた点で注目すべきものとし

て、これにかなりのスペースを割いた。

鉱工業や公共事業の分野では、経団連が肝入り役となって、政府と関連業界とが合同して行う、

いわゆるナショナルプロジェクトの件数はきわめて多いが、農林部門でのナショナルプロジェクト

は本件カリマンタン森林開発事業と現在も継続中のプラジルにおけるセラード農業開発および日伯

紙パルプ資源開発（後述）の 3件だけであることはすでに述べた（第 4篇II-1、P.11)。

さて、カリマンタンプロジェクトについて寄せられたコメントはプロジェクトの日本側主体で

あったFDC（カリマンタン森林開発協力株式会社）の事業が計画どおりに進まなかったため事業を

縮小してIFRECO（インドネシア森林査源開発株式会社）に肩代わりしたさい、 FDCの株主であっ

た多くの商社、その他の企業が多額の損失を被ったという事実の指摘と、当時の関係者からその実

情を聴くようにとのアドバイスであった。

このプロジェクトの経緯は筆者が林業部門について主として利用した前出 「南洋材史」にかなり

詳細に記述されてはいるが、ナショナルプロジェク トとしての官と民の結びつきの実体などについ

ては、筆者も把握しかねていた。当時の関係者の健在な間に、分散している資料の整理や、ヒアリ

ングによって、このナシ ョナルプロジェクトの客観的なエバリュエーションを行うことは有意義と

いえる。勿論、そのような作業は個人的に行えるものではなく、 しかるべき政府機関や民間団体の

共同作業として行うべきものであろう 。

3. ブラジルヘの造林投沢

林業部門での国際協力が、それまでの伐採事業中心から造林事業重視に転換するのは1970年代後

半からであるが、それに先立って70年代初期からプラ ジルで行われた造林投資を紹介した。その記

述が短絡的であるとの指摘を受けたので、次のように補足する（注22)。

60年代後半、我が国では高度経済成長にともなう紙・板紙の需要拡大の見通しから、海外資源の

長期開発輸入の気運が高まっており、紙パルプ産業界では各社が不足する原木賓源を海外に求める
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行動を徐々に強化していた。 「日伯紙パルプ査源開発プロジェク ト」は、この時期に伊藤忠商事が後

のパー トナーとなる リオ・ドーセ社 （鉄銅石輸出公社、 97年 5月に民営化） からユーカ リチップの

対日輸出プロボーズを受けたことに端を発する。

同社は、プラジルのユーカリ資源の潜在性に着目し、通産省の助言を得ながらその可能性の検討

を開始し、この動きは69年の同省主導による「ドーセ河流域ユーカリチップ輸入研究会」＜構成メ ン

バーは紙 ・パルプメーカー17社、伊藤忠商事、紙 ・パルプ連合会 （現在の日本製紙辿合会）、通産

省、林野庁＞の発足、 71年の 「日伯紙パルプ査源調査株式会社」（紙・パルプメーカー11社と伊藤忠

商事が参加）の設立へと展l:J}-lする。

73年には 「調査会社」を発展、改組して、紙類、パルプ類、チップの製造および造林を目的とす

る投資会社 「ll伯紙パルプ賽源開発株式会社 (JBP)」として、当時の紙・パルプメーカー18社 (96

年10月現在15社）、伊藤忠商ボ、 OECF（海外経済協力基金）の出衣によ って新たに発足した。

調査会社設立時は、 リオ ・ドーセ社の妥訥を受けてユーカリチ ップ生産 ・輸人./..P業に関する＇兵施

＂［能性調究に取り組んだが、その後、改めてパルプ生産事業実施の提案があり、 JBP設立時には 2つ

のプロジェク トが計画された。具体的には①ミナス ・ジェラ イス州、エスピリト ・サント州および

バイア）I、|南部におけるパルププロジェクト（セニプラプロジェクト）を実施するセニプラ社 (CENI-

BRA:CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A.)、②エスピリト ・サント州およびバイア州南部にお

けるチッププロジェクト（フロニプラプロジェクト）を実施するフロニプラ社(FLONIBRA :EM-

PREENDIMENTOSFLOREST AIS S.A.)の2社を設立した。

政府のJBPへの資金支援は、民間からの要請に答えた形で、増資分に対する出査とともに現地合弁

企業の設立にあたって融在を行っている。73年11月の閣議了解によって政府関係機関が実施した

JBPの所要査金に対する援助の内容は次のとおり 。

・セニプラ社、フロニプラ社への

出査に必要な出査金（増査）

・セニブラ社への貸付け資金

・フロニプラ社への貸付け査金

OECF 40% 

JBP株主各社 60%

(60％は、輸銀42%、市中銀行団18％からなる）

輸銀 70% 

市中銀行団 30% 

OECF 70% 

市中銀行団 30% 

セニプラ社は73年、フロニプラ社は74年に設立され、順調な滑り出しをみせたが、その後、プラ

ジル政府の財政事情、リオ ・ドーセ社の鉄鉱石事業への査金配分、世界的な経済環境の変化などの

要因によ って査金不足が顕在化 し、事業令体の見直しを余儀なくされた。これら事業環境の変化に

対応するべくフ ロニプラプロジェク トは縮小を余儀なくされ、 84年、両社は統合された。これにと

もないセニプラ社は83年、 100％子会社のセニプラ ・フロレスタル(CENIFLO:CENIBRAFLORES-

TALS.A.)を新たに設立して同社への原木自給体制を整え、現在では、 社有林面梢約20万ヘクター

ル、パルプ生産年間70万トン体制に成長している。

4. JICA林業融沢についての質問 (P.17)

(1)林業へのJICA融査期間

Q:林業へのJICA融査の返済期間は30年（据四き10年）と記述しているが、 20年（据置き 5年）で
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はないか。

A:林業でも通常は20年（据囲き 5年）であるが、長期を要する樹種の造林については30年（据骰

き10年）間で認め られるのであって、林業への融衰がすべてこの優遇を受けられるわけではな

い。この点、記述が不正確であった。

(2) 1975年のJICA試験造林融査

Q :試験造林へのJICAの最初の融査水諾案件4件のうち 3件(iiij記正誤表で5件中 4件に訂1L)が

針娯樹の植林であったと記されているが、それに続いて記載されている前年のJICA14f.J発調査の

造林案件・ (5件）との関辿から疑1廿lを感ずる。

A : 1975年の水諾案件は下記のとおりであって、 5件中タイの）し重桐を除いた 4件が針薬樹である

ことにはllrl追いはない。

')¥:業名

試験造林

試験造林

試験造林

試験造林

スパイス栽培試験

挫盃試験

香料植物試験

試験造林

とうもろこし試験

介計

JICA開発投融沢試験的事業承諾案件(JICA1976年報）

4i業 地 種別内容 序^

パラグアイ ／アル ト・パラナ県

インドネシア／北スマ トラ

フィリピン／ミンダナオ秘

タイ ／チェンマイ

マレーシア／ジョホール州

イラ ン／ピルパザール

プラジル／パラ州

ニューカレドニア／北部

ザイール／シャバ州

9 件

バラナ松、 エリオ ッティ松、

スギ、ヒノキ、カリピア松

松、 ユーカリ

）し重桐

楽草（スパイス）

袋益

パチョリー、サフロール

カリピア松

とうもろこし

開発基礎調査との関連については、 JICA発足当初は、開発調究と融査事業とのつながりができて

いなかったし、また、現在でもそうであるように、開発調査には次年度に継絞して行われるものも

あり、さ らに、調査完了後に融賓案件となるまでに数年を経る こと も珍 しくない。本禾闘の取りまと

めにおいても、単年の数字だけを示しているのは適当でないのだが、時間と紙数の制約で止むを得

なかった。読者の寛容を願う次第である。 （おわり ）

＊
 

補稿 注

（注19)「新版林業百科事典」 （社） H本林業技術協会編 1971年

（注20)「森林家必携」林野弘済会

「世界布川植物辞典」平凡社 1993年

（注21)「米材の知識」会田貞ll））苫 n fll木材新聞社 1975年
「米材百年史」 I1本米材協議会 （非売品）

「外材説本増補版」淡谷忠一編苫 n刊林業新聞社
（注22)「Fl伯紙パルプ衣源開発の歩み」 II伯紙パルプ査源聞発株式会社 1991年

「セニプラとともに歩んだ25年」 II伯紙パルプ査源聞発株式会社 1996年
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◎日本企業へのメ ッセージ

U団Do東京投資促進事務所

農林産品加工業にもサービスを提供

国際連合工業開発機関（UNIDO)

東京投資促進事務所代表 和］身； 武：

〇 農業案件にもサーピスを提供

農林業関連案件については、農林産1'泊加工業であれば当事務所のサーピスの提供が可能

です。‘炉l}務所が扱う投賽案件中でも農林産［II＼を基礎にした加［業に対する途 l→．国から II

本への協力要請が数多くあります。例を挙げると、フィリピンで本年 6月に開催された投

査商談会での現地側からの提示案件84件中、食1111＼加工関連の案件がココナ ッツを始めとす

る果‘j魏II上および海座物加工を中心に24件、非木材紙等の木材加工の案1'卜が12件とかなり

の割合を占めています。同様に本年12月にインドのマ ッティヤ ・プラテシュ』州で開催予定

の投衰 ・ 技術商談会でも野菜種—fの生産 ・ 加」ー．やスパイス加工、マ ッシュルーム加工等の

案件が令100件中、 25件となっています。

また、企業化事前調査でも既に中国における冷凍食1品加工、ケナフパルプ製造、フィリ

ピンでの和紙製造等の案件実施例があります。‘'作I~務所としましては、今後同分野に対す

る業務拡充を図る上でも、関辿業界の企業 ・団体の方からのご辿絡をお待ちしております。

東京投査促進事務所 ・泣話 ：03-3402-9341 • Fax:03-3402-9384 

〇 直接投資・技術移転を支援

UNIDOは、1967年国連総会の補助機関として発足し、その後1985年国辿機関16番目の専

門機関として独立しました。発展途上国および市場経済へ移行中の国々が、国際市場で利

益を享受できるよう、工業開発支援をすることを目的とし、国辿機関ならではの世界的な

組織網を活用して、技術協力、人材育成、投狡促進、調査研究等の活動を実施 しています。

東京投査促進事務所は、民間企業による発展途上国への直接投賽および技術移転を支援

するため、 UNIDOと日本政府との間の協定に碁づき、 1981年 3月に開設されました。当事

務所では、発展途上国での事業展開に関心のある企業を対象に様々なサービスを提供 して

います。
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主な業務内容

①投査促進官の招聘

途上国より派追された外国投査誘致の担当

官が数力月問日本に滞在し、当事務所の支援

の下、投査促進業務に従事します。当該国へ

の投査に関心のある日本企業や業界団体等に

対し、主に投査に係わる全般的な情報を提供

しています。

アジアを始め、アフリカ、中近東、中南米、

中束欧など世界各国より毎年 8名前後の投査

促進官を受け入れています。過去 2年問の実

組としては、タイ、フィ リピン、ス リランカ、

モンゴル、パングラデシュ、ウズベキスタン、

ヨルダン、チュニジア、モンゴル、ペルー、

チェコなどの国々があげられます。

②投賓セミナーの開催

途上国の投査セミナーを関連団体、商工会

議所、都迅府県等 との共催の下、日本各地で

開催します。途上国の担当大臣、投査誘致機

関の代表者、さらには投資実絞のある日本企

業の関係者を講師に迎え、最新の投査環境や

ピジネス機会の紹介、特定産業分野に的を

絞 ったピジネス哀境の説明、投資案件の紹介

などを行っています。

例年20件程度の投査セミナーを実施してい

ます。最近では、インド、パキスタン、フィ

リピン、 ミャンマー、ラオス、カンポジア、

チェコ、モロッコ、チュニジアとい った国を

取り上げています。

③コンサルティング ・サービス

特定の国 ・地域への投究に関心のある企業

に対し、各種の梢報提供およぴコンサルテー

ション・サービスを実施しています。

具体的には、①信頼できる現地相手企業の

紹介、②事業基盤、経済、市場、原材料・部

品の調達、労働事情、商習慣等に係わる現地

の投資環境に関する情報の提供、⑥現地企業

との面談、工場訪問、関連機関 ・団体の訪問

など現地視察の手配、④各種契約、申請、登

記手続き等の仲介等を行っています。
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④途上国のための投賽促進事業

途上国や市場経済移行国の政府 ・企業関係

者に主に日本企業からの投究を誘致するため

に必要な知識やノウハウについて狸解しても

らうため、導門家を現地に派遣して、政策対

話や外賽誘致セミナーを開催しています。

これまでフィリピン、タイ、マレーシア、

インドネシア、シンガポール、プルネイ、モ

ンゴル、ウズペキスタン、キルギス、ヨルダ

ン等の国々で実施してきました。

⑤企業化事前調査（フィージビ リティ ・スタ

ディ）

日本の企業が途上国において現地企業と合

弁もしくは単独で事業を始める際の企業化事

前調査に要する骰用の全額または一部を

UNIDOが負担します。企業の代表が現地に

赴き、調査を実施し、帰国後UNIDOのマニュ

アルに添って調査報告書を作成します。調査

にはUNIDOの財務分析4j・門家も同行し、専

門的な立場から案件の実現に向けた助言 を

行っています。

年間 8件前後の調査を実施しており、七に

インドネシア、中国、タイ、フィリピン等ア

ジア諸国での実績がほとんどですが、カザフ

スタン、タンザニアとい った国でも実施例が

あります。

⑥海外投資・技術移転商談会

UNIDO本部では年間10回程度、途上国に

おいて投資 ・技術移転商談全を開催していま

す。当事務所では、同商談会の広報や日本か

らの参加者への支援を行っています。

最近の開催国は、プラジル、フ ィリピン、

インド、カメルーン、北朝鮮、スロバキア、

ウクライナ等です。

⑦UNIDO投資ニュース

途上国への投資に関心のある企業、団体の

方々に年 6回各国の投資案件、各種セミナー、

資料の案内等を掲載したニューズレターを送

付しています。

希望者には無料でお送りいたしますので、

Faxにてお申込み下さい。



（社）海外農業開発協会は昭和50年 4月、我が国の開発途上国などにおける農業の聞発協力に

寄’}することを 11的として、煤林水産省 ・外務省の認可により設立されました。

以米、当協会は、民間企業、政府および政府機関に協力し、梢報の収集 ・分析、調査 ・研究、

事業計画の策定、研修員の受人れなどの事業を利t極的に進めております。

また、国際協）Jボ業団をはじめとする政府機関の行う民間支援事業（調究、融査、専門家派

造、研修且受入れ）の煤業部門については、会員を中心とする民間企業と政府機関とのパイプ

役としての役割を果たしております。

海外農林業開発協力促進事業とは

多くの開発途じ国では、農林業が重要な経済基盤の一つになっており、その分野の発展に協

力する我が国の役割は大きいといえます。そのさい、当協会では、経済的自立に必要な民間部

門の発展を促すうえで、政府liilベースの開発援助に加え、我が国民間ベースによる農業開発協

カの推進も欠かせないとの見地か ら、昭和62年度より農林水産省の補助ボ業として「海外農林

業開発協力促進事業」を実施しております。

当補助事業は、今日までの尖施の過程で、開発途上国における牒林座物の需要の多様化、高

度化等を背景とする協カニーズの変化および円滑な情報管理 ・提供に対応するための拡充を行

い、現在は次の 3部門を柱としております。

1.優良案件発掘・形成事業 （個別案件の形成）

農業開発ニーズ等が認められる開発途上団に事業計画、経営計画、栽培などの各分野の専

門家で構成される調査団を派迫して技術的 ・経済的視点から1}廿発事業の実施可能性を検討

し、民間企業に よる農林業開発i協力事業の発掘 ・形成を促進します。

民間ベースの開発途上国における煤林業lil.l発事業の企画 ・立案に関して、対象国の農林業開

発、地域開発、外貨猥得、雁用創出、技術移転などの推進に寄与すると期待される楊合、有望

作物 ・適地の選走、事業計画の策定などに必要な現地閻究を行います。

I 相談窓ロ ー一ーI
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2.地域別民間農林業協力重点分野検討基礎調査 （農業投資促進セミナーの開催）

農業投査の可能性が高いと兄込まれる地域に調査団を派造して対象地域の牒業事情、投資

環境、社会経済情勢を把握 ・検討し、検討結果に基づく農業開発協力の重点分野をセミナ

ーなどを通じて民間企業に提示します。

セミナーでは、農業投資を検討する上で必要となる基礎的情報とともに、現地政府関係機関

およぴ業界各方面から提出された合弁希望案件を紹介します。本年度は、中国南部地域（雲南

省、広西壮族自治区）を対象に、平成10年 3月に開催の予定です。

昨年までに、①インドネシア、 ②ベ トナム、 ③中国揚子江中下流域、 ④中国渤海湾沿岸地域、

⑤中国揚子江上流域を対象にセミナーを開催しました。

3.海外農林業投資円滑化調査 （情報の提供と民間企業参加による現地調査）

海外投査事業に関心を持つ企業の投査動向アンケート調査および投査関辿情報の整備 ・提

供を行うとともに、主に海外事業活動経験の少ない企業などを対象に、関心の高い途上国

へ調査団を派逍し、当該国の牒業開発ニーズ、農業生産環境などを把握します。

業界の団体、あるいは関係企業などの要望に沿った現地調査を企画し、協会職員が同行しま

す（毎年度 1回）。現地調査では、現地側の企業ニーズ、投査機関などの開発ニーズを把握する

とともに、事業候補地の調査および現地関係者との意見交換などを行います。参加にあたって

は、実喪（航空賃、宿泊喪、食骰等）の負担が必要ですが、通訳 ・車両用上などの調査骰用は

協会が負担します。

また、アンケートおよび本調査の結果概要をはじめとする投資関連情報を提供するため、季

刊誌を発行しています。

1--（ぞ竺：：巴如(ffi（:線2849) I 
-24-



海外農業投資の(I寵 9第4号 1997年7月20日

発行／社団法人 海外農業開発協会 (OADA)
Overseas Agricultural Development Association 

〒107東京都港区赤坂 8_10-32 アジア会館3F 

〇編集第一事業部 TEL03-34 78-3509 
FAX 03-3401-6048 



::;:; ::::::::::::::: :::::: :: :: :: :::; :; :; :; :: :; :; :: :; :: :; :; :: :: ;::•:: :: :: :: c:  ・: :9 :: 

労．． ．．5：: ::. I裟翁：：

迷．：図：：．： ：．： ： ：．：．：：： ： ：． 
:•: 

：： ：： ：： ：；：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：，：：：：：．：． 
::::;::::: :: ::;::::::: ::9:::;:,: 

： ； ： ； ： ： ： ： 

•. •::· 

．． 

I 

：： 

：・え：
... 

中国の「ジュンサイ」

学名： Braseniaschreberi Gmel 
英名： Watershield 
中国名：玩菜

：： 

巻いた若葉と茎を食す。葉は透明な粘液に包まれており 、成分の98％は水分

である。中国が原産地で、最近、湖北省利川市では、農村開発事業の一端と

して山間地での栽培が始められた。日本での主産地は秋田、山形、青森県など。

国内市場では中国産が増えてきている。

（第一事菓部佐久間桜）
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